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（
電
気
工
作
物
の
台
帳
の
作
成
等
）

第
二
十
六
条
の
三

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す

る
電
気
工
作
物
の
設
置
の
時
期
、耐
用
年
数
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
台
帳
を
作
成
し
、

こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
前
項
の
台
帳
の
内
容
を
踏
ま
え
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
そ
の
供
給
区
域
に
お
け
る

需
要
に
鑑
み
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
計
画
的
に
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
事
故
に
よ
り
電
気
の
供
給
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
場
合
に
一
般
送
配
電
事
業
者
が
そ
の

支
障
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
修
理
そ
の
他
の
措
置
を
速
や
か
に
行
わ
な
い
」
を
「
一
般
送
配
電
事
業
者
が
第
二

十
六
条
の
二
又
は
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
二
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
七
条
第

一
項
」
に
、「
並
び
に
第
八
条
第
二
項
」
を
「
、
第
八
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
」
に
、「
同
条
第
一

項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
ま
で
及
び
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
供
給
区
域
」
と
あ
る
の
は
、「
供
給
地
点
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
十
九
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
六
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
二
章
第
七
節
第
一
款
の
款
名
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
電
気
事
業
者
等
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
は
、」を
「
及
び
発
電
用
の
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
電
気
事
業
者
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。）は
、」に
改
め
、「
そ
の
事
業
」
及
び
「
、
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
自
家
用
電
気
工
作

物
設
置
者
の
能
力
を
適
切
に
活
用
し
つ
つ
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
四
十
第
三
号
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
の
四
十
五
、
第
二
十
八
条
の
四
十

六
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
以
下
こ
の
節
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
及
び
送
付
を
行
う
こ
と
。

第
二
十
八
条
の
四
十
第
五
号
中
「
者
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
供
給
能
力
を
有
す
る
者
」
を
加
え
、「
発
電
用
の
電
気

工
作
物
の
設
置
」
を
「
供
給
能
力
の
確
保
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
の
二

第
九
十
七
条
第
一
項
の
卸
電
力
取
引
所
か
ら
第
九
十
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
納
付
を
受
け
、変
電
用
、

送
電
用
及
び
配
電
用
の
電
気
工
作
物
の
整
備
及
び
更
新
に
関
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
を
交

付
す
る
こ
と
。

五
の
三

前
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
二
十
八
条
の
四
十
七
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
十
一
第
一
号
及
び
第
九
十

九
条
の
八
に
お
い
て
「
広
域
系
統
整
備
交
付
金
交
付
業
務
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
た
め
、
第
二
十
八
条
の
四

十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
広
域
系
統
整
備
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
読
替
え
）

第
十
条

施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
プ
ロ
グ
ラ
ム

登
録
特
例
法
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
四
条
第
一
項
又
は
著
作
権
法
」
と
あ
る
の
は

「
著
作
権
法
」
と
、「
第
四
条
第
三
項
又
は
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
二
号
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条

附
則
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置（
罰

則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
映
画
の
盗
撮
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

映
画
の
盗
撮
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百

十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
、
新
法
」
を
「
、
著
作
権
法
」
に
、「（
新
法
」
を「（
同
法
」
に
、「
録
音
録
画
有
償
著
作

物
等
」
を
「
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
」
に
、「
著
作
権
法
第
百
十
九
条
第
三
項
」
を
「
同
法
第
百
十
九
条

第
三
項
第
一
号
」
に
、「
同
じ
。）の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動

公
衆
送
信
で
あ
っ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含

む
。）を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画
」
を
「
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
、「
そ
の
事
実
」
を

「
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
で
あ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

附
則
第
八
条
中
「
録
音
録
画
有
償
著
作
物
等
」
を
「
著
作
権
法
第
百
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
録
音
録

画
有
償
著
作
物
等
」
に
、「
講
じ
る
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
中
「
新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
」
を
「
著
作
権
法
第
百
十
九
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
を
削
る
。

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

強
靱
か
つ
持
続
可
能
な
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
六
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
四
十
九
号

強
靱
か
つ
持
続
可
能
な
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
電
気
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
電
気
事
業
者
」
を
「
電
気
事
業
者
等
の
」
に
、「
第
二
十
八
条
の
四
十
六
」
を「
第
二
十
八
条
の
四
十
七
」

に
、「
第
二
十
八
条
の
四
十
七

第
二
十
八
条
の
五
十
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
十
八

第
二
十
八
条
の
五
十
二
」に
、

「
第
二
十
八
条
の
五
十
一
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五
十
三
」
に
、「
第
二
十
八
条
の
五
十
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
五

十
四
」
に
、「
供
給
命
令
等
」
を
「
災
害
等
へ
の
対
応
」
に
、「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」に
、「
第
三
十
四
条
」

を
「
第
三
十
四
条
の
二
」
に
、「
第
九
十
九
条
の
十
二
」
を
「
第
九
十
九
条
の
十
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
事
故
の
備
え
及
び
事
故
時
の
措
置
）

第
二
十
六
条
の
二

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
故
に
よ
り
電
気
の
供
給
に
支
障
が
生
ず
る
場
合
に
備
え
、
そ
の
支

障
を
速
や
か
に
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
送
配
電
事
業
者
は
、
事
故
に
よ
り
電
気
の
供
給
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
支
障
を
除
去
す

る
た
め
に
必
要
な
修
理
そ
の
他
の
措
置
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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